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気象情報等の発令にともなう対応
島田市立島田第一小学校

児童の安全のため警報・注意報発令時の対応を以下のように計画しました。御理解、御協力をお願

いします。なお、この計画はあくまでも原則です。実際には更に安全な対策を講じる場合があります。

また、地域により状況が異なる場合があります。御自宅から学校までの通学路等の状況が危険であれ

ば、御家庭で「自宅待機」の判断をお願いします。

＜台風接近などによる警報・注意報発令時の対応＞

登校時 ＊テレビ、ラジオ、インターネット等で「中部南」エリアの気象情報

を御確認ください。

状 況 対 応 （児童・家庭）

ア 午前６時半の時点で ★ 自宅で待機する。（学校からは連絡をしません。）

中部南に「暴風警報」「大 午前１０時までに警報が解除された時

雨(洪水)警報」の二つが （学校よりメール、または電話で登校時刻を連絡します。）

発令されている場合 ○ 地域の安全を確認してから集団登校する。

○ 危険がある場合は登校を控え、その旨を学校に連絡する。

イ 午前６時半の時点で 午前１０時までに警報が解除されなかった時

中部南に「特別警報」が （学校よりメール、または電話で「臨時休校」か「登校」かを連絡しま

発令されている場合 す。）

○ 臨時休校の場合は、そのまま自宅待機する。

○ 登校の指示が出た場合は、「警報が解除された時」の対応に準じて対

応する。

ウ 午前６時半の時点で ○ 地域によって通学路の状況が違うため、各家庭ごと登校するか（ま

「雷注意報」その他各注 たは集団登校）、自宅で待機するかを保護者が判断する。

意報が発令されている ○ 自宅で待機する場合にはその旨を学校へ連絡する。

場合

在校時・下校時

状 況 対 応 （学 校）

ア 「暴風警報」と「大雨 ○ 学校で待機させ、地域や通学路の状況を確認した後、集団下校させ

(洪水）警報」の二つが る。職員が引率する。

発令されている場合 ○ 歩いて下校することが困難と判断した場合は、保護者への引き渡し

を実施する。

上記、いずれも学校よりメール、または電話で連絡します。

イ「雷注意報」その他各 ○ 学校で待機させ、地域や通学路の状況を確認した後、集団下校させ

注意報が発令されている る。職員が引率する。

場合 ○ 歩いて下校することが困難と判断した場合は、保護者への引き渡し

を実施する。

上記、いずれも学校よりメール、または電話で連絡します。
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